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１ 障がい福祉計画について 

 

(1) 策定の趣旨 

各市町村を通ずる広域的な見地から、障がい者及び障がい児

の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を計画的に

確保するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）第89条

第１項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法第33条の22

第１項の規定に基づく障害児福祉計画を一体とした計画として、

平成30年３月に第５期計画を策定した。 

 

 (2) 目的 

   障害者基本法に基づき策定した「かながわ障害者計画」の理

念や考え方を、障害者総合支援法に基づくサービス実施計画と

して具体化することにより、誰もが安心して豊かに暮らすこと

ができる地域社会の実現に寄与する。 

 

(3) 計画期間 

  平成30年度から令和２年度まで 

  

(4) 基本理念等 

 ア 基本理念 

「ひとりひとりを大切にする」 

 イ 基本方針 

   「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指す 

 ウ 基本的な視点 

  (ｱ) 地域生活に向けて 

ａ 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

ｂ 地域生活支援の取組み 

ｃ 施設機能について 

  (ｲ) 地域生活を支えるサービスの充実 

   ａ ライフステージに沿った支援の促進 

   ｂ 障がい児支援体制の構築 

   ｃ 医療的ケアを要する方を支える仕組みの構築 

   ｄ 発達障がいや高次脳機能障がいなどへの対応 

  (ｳ) 障がい特性等に配慮した支援 

(ｴ) 障がい保健福祉圏域レベルでの支援 

(ｵ) 障がいを理由とする差別の解消等の推進 

(ｶ) 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念普及 
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(5) 成果目標 

   障がい者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援と

いった課題に対応するため、令和２年度を目標年度として、広

域的な見地から、各市町村の障がい福祉計画との整合を図りつ

つ成果目標を設定した。 

 

 ア 福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜目標達成に向けた主な方策＞ 

・ 相談支援従事者養成研修等により、相談支援専門員の 

数・質の充実を図る。 

    ・ 県内施設入所者の家族・職員に対する障害福祉サービ

ス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインの理解促進

を図る。 

    ・ 重度障がい者の地域生活移行に向けて、グループホー

ム等の整備を支援する。 

    ・ 地域生活移行に対する不安を解消し理解が深まるよう、

グループホームの体験利用を促進する。 

    ・ 重度障がい者の地域生活移行を支える人材を育成する。 

 

   ＜進捗状況＞ 

項 目 令和２年度目標 平成30年度実績  進捗率 

平成28年度末の施設

入所者のうち地域生

活に移行した人数 

470人 
平成29～30年度計 

 79人 
16.8％ 

施設入所者の減少数

（平成28年度末対比）  

74人減 

 
令和２年度末の

施設入所者数  

 4,825人 

62人減 

 
平成30年度末の

施設入所者数  

4,837人  

83.8％ 

 

 

【成果目標】 
 ・  令和２年度末までに、平成 28年度末時点の施設入所

者数 4,899人のうち、 470人（ 10％）が地域生活へ移行
することを目指す。 

 ・  令和２年度末の施設入所者数を、平成 28年度末に対
し74人（２％）の減少を見込む。 
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イ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目標達成に向けた主な方策＞ 

    ・ 医療保護入院した患者の退院促進のため、地域で精神

障がい者を支援する人材の育成を進める。 

    ・ 長期入院患者の地域生活移行に向けて、地域相談支援

や計画相談支援の提供体制を計画的に整備する。 

    ・ 保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、長

期入院患者の状況把握、地域課題の共有のほか、関係機

関を対象とした研修会等を行い、支援体制づくりを図る。 

 

＜進捗状況＞ 

(ｱ) 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 
項 目 区分 令和２年度目標 平成30年度末実績 進捗率 

保健・医療・

福祉関係者に

よる協議の場

の設置状況 

県・市 11保健所に設置 11保健所で設置済 100％ 

政令市 ３政令市に設置 ２政令市で設置済  66.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

【成果目標】 
・ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築に向けた保健・医療・福祉関係者による協議の場
を、令和２年度までに県の保健福祉事務所・同セン
ター及び市（政令市を除く）が設置する 11か所の保健
所に、それぞれ設置する。また、政令市でも、それぞ
れ協議の場を設置する。 

・ 令和元年６月末時点から入院後３か月時点、６か月
時点、１年時点の退院率を、それぞれ 69％、 84％、
90％にする。 

・ 令和２年６月末時点の精神病床における１年以上の
長期入院患者数を 5,594人とし、このうち、 65歳以上
は2,926人、65歳未満は2,668人とする。 
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(ｲ) 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 
項 目 目 標 実 績 進捗率 

入院後３か月時

点の退院率 

令和元年６月末か

ら３か月時点 

69％ 

平成 29年３月末 ※

から３か月時点 

68％ 

98.6％ 

入院後６か月時

点の退院率 

令和元年６月末か

ら６か月時点 

84％ 

平成 29年３月末か

ら６か月時点 

85％ 

101.2％ 

入院後１年時点

の退院率 

令和元年６月末か

ら１年時点 

90％ 

平成29年３月末か

ら１年時点 

91％ 

101.1％ 

１年以上の長期

入院患者数 

令和２年６月末時

点 

5,594人 

 

うち65歳以上

2,926人 

65歳未満2,668人 

平成 30年６月末時

点 

  6,521人 

 

うち65歳以上

3,528人 

65歳未満2,993人 

▲16.6％ 

※ 国の調査方法の変更に伴い、各年３月に入院した患者の退院率を把握  

 

ウ 地域生活支援拠点等の整備 

 

 

 

 

＜目標達成に向けた主な方策＞ 

・ 各市町村の地域生活支援拠点等の整備状況を把握し、

整備が進んでいる市町村の情報など、有効な情報提供等

を行う。 

・ 単独での機能整備が困難な市町村に対し、市町村間の

調整を行うための協議の場の設置等を支援する。 

 

   ＜進捗状況＞ 

項 目 令和２年度目標 平成30年度実績 進捗率 

地域生活支援拠点等

整備済み市町村数 
33市町村 ８市 24.2％ 

 

【成果目標】 
各市町村の個別の状況に応じ、市町村において地域生活

支援拠点等を整備する。 
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エ 福祉施設の利用者の一般就労への移行等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜目標達成に向けた主な方策＞ 

・  障がい保健福祉圏域ごとの広域的な就労支援ネット

ワークを充実し、一般就労及び就労定着支援の強化に取

り組む。 

・ 障害者雇用促進センターにおいて、企業支援や就労支

援機関の支援を行うとともに、障がい者雇用に関する情

報提供を図るなど、関係機関と連携しながら支援を行う。 

 

   ＜進捗状況＞ 

項 目 令和２年度目標 平成30年度実績 進捗率 

年間一般就労者数 
1,794人 

（28年度比160％）  

1,277人 
（同113％）  

71.2％ 

就労移行支援事業の

利用者数 
4,152人 

（28年度比170％）  

3,340人 
（同136％）  

80.4％ 

就労移行率が３割以

上の事業所の割合 
 50％ 32％ 64.0％ 

就労定着支援による

支援開始１年後の職

場定着率 

80％ 令和元年度以降算出 － 

 

 

 

 

 

 

【成果目標】 
・  令和２年度中に福祉施設の利用から一般就労に移行

する人数を、 1,794人（平成 28年度実績 1,134人の 1.6
倍）とする。 

・  令和２年度末の就労移行支援事業の利用者数を、
4,152人（平成 28年度末利用者数 2,458人の７割増）と
する。 

・  就労移行支援事業所のうち、就労移行率３割以上の
事業所の割合を、令和２年度に全体の５割とする。 

・  令和２年度の就労定着支援による支援開始１年後の
職場定着率を８割以上とする。 
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オ 障害児通所支援等の提供体制の確保 

 

 

 

 

 

 

   ＜目標達成に向けた主な方策＞ 

    ・ 協議の場では、障がい保健福祉圏域及び市町村を含む

重層的な構造により、地域における取組みの拡大を図る

とともに、各種課題等の連絡・調整の機能を含めた検討

を行う。 

    ・ 医療的ケア児やその家族の地域生活を支えるため、障

害児通所支援等の事業に従事する人材の養成や、地域の

拠点となる施設の整備に係る支援などの基盤整備を進め

る。 

    ・ 地域で医療的ケア児を支援する支援者及び関係機関の

調整等の役割を担うコーディネーターを養成し、各障が

い保健福祉圏域及び各市町村への配置を促す。 

 

 ＜進捗状況＞ 

項 目 区分 目 標 平成30年度実績 進捗率 

医療的ケア児

のための協議

の場の設置状

況 

県 設置 設置済 100％ 

圏 域 ８圏域に設置 ７圏域で設置済 87.5％ 

市町村 33市町村に設置 19市町で設置済 57.6％ 

 

 

(6) 指定障害福祉サービス等の必要量の見込み及び見込量確保の 

ための方策 

 ア 必要量の見込み 

   県内すべての市町村障がい福祉計画の数値を、障がい保健

福祉圏域ごとに集計し、平成30年度から令和２年度までの各

年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は

指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み（サービス

見込量）を定めている。 

 

【成果目標】 
医療的ケア児が、心身の状態に応じた適切な支援を受け

られるよう、平成 30年度末までに、県、各障がい保健福祉
圏域及び各市町村に、保健、医療、障がい福祉、保育、教
育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 
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イ サービス見込量確保のための主な方策 

   (ｱ) 多様な事業者の参入とサービスの質の確保 

・ 障害福祉サービス等の情報公表制度を導入し、適切に

運用する。 

・ 障害福祉サービス等の事業に従事する人材の育成や事

業所の指導等に取り組む。 

(ｲ) 地域生活支援のための施設機能の活用 

市町村と連携し、「障害者地域生活サポート事業」によ

り、障がい者の地域生活を支援する。 

(ｳ) グループホームの設置促進 

・ 「障がい者グループホームサポートセンター」におい

て、グループホームの設置・運営に関する助言や、職員

の支援技術向上のための研修等を実施する。 

・ 重度障がい者等のグループホームの整備を促進すると

ともに、市町村と協力して、グループホームの運営に対

する支援を実施する。 

・ 精神障がい者を支援するグループホームの人材を養成

することにより、精神障がい者のグループホーム設置を

支援する。 

(ｴ) 医療的ケアや精神障がいに対応できる人材の養成 

・ 施設と在宅の両面で、障がい者等が安心して医療的ケ

アを受けられるよう人材養成を進める。 

・ 精神障がい者へのホームヘルプサービスに必要な知識

や技術を習得したホームヘルパーの養成と支援技術の向

上を図る。 

(ｵ) 障害福祉サービス等地域拠点事業所の配置と日中活動の 

場の確保 

・ 障がい特性により支援が困難なケースや、緊急的な支

援が必要なケースに年間を通じて対応できる体制を整備

するため、県と市町村が協力し、障害福祉サービス等地

域拠点事業所を配置する。 

・ 日中活動の場を確保するため、在宅の重度障がい者等

の生活介護事業所などの整備促進、障がい者の福祉的就

労に係る支援を実施する。 

(ｶ) 緊急時や介護者のレスパイトのための短期入所の充実 

短期入所事業所が、在宅の重度障がい者等の障がい特性

に応じたサービスを提供するために必要な施設・設備の整

備を促進するとともに、市町村に対し、介護者のレスパイ

ト（休息）の拡大を図る事業を支援する。 
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(ｷ) 相談支援従事者の養成・確保と相談支援体制の充実 

相談支援専門員に必須となっている研修に加え、相談支

援従事者のスキルアップのための研修や主任相談支援専門

員養成のための研修の実施、相談支援事業所への人材養

成・確保等の支援など、相談支援体制の充実強化に取り組

む。 
 

ウ 平成30年度の指定障害福祉サービスの利用実績 

サービスの区分 単位 
平成30年度

見込量
（Ａ） 

平成30年度
実績（Ｂ） 

Ｂ／Ａ 

訪問系サービ

ス 居宅介護等 
時間※ 1 416,274 393,116 94.4% 

人 16,772 16,088 95.9% 

日中活動系

サービス 生活介護 
人日※ 2 347,483 352,247 101.4% 

人 19,159 17,406 90.9% 

自立訓練 

(機能訓練) 

人日 2,025 1,807 89.2% 

人 153 123 80.4% 

自立訓練 

(生活訓練) 

人日 8,494 8,689 102.3% 

人 524 562 107.3% 

就労移行支援 
人日 54,219 48,134 88.8% 

人 3,133 2,849 90.9% 

就労継続支援

（Ａ型） 

人日 34,625 36,443 105.3% 

人 1,789 1,883 105.3% 

就労継続支援

（Ｂ型） 

人日 191,517 186,162 97.2% 

人 11,491 11,150 97.0% 

就労定着支援 人 1,686 656 38.9% 

療養介護 人 872 815 93.5% 

短期入所 
人日 24,314 22,166 91.2% 

人 4,495 4,276 95.1% 

居住系サービ

ス 
自立生活援助 人 480 3 0.6% 

共同生活援助 人 8,820 8,748 99.2% 

施設入所支援 人 4,941 4,878 98.7% 

指定地域相談

支援 
地域移行支援※3 人 176 63 35.8% 

地域定着支援※3 人 303 77 25.4% 

指定計画相談支援 計画相談支援 人 33,911 16,856 49.7% 

※１  「時間」は月間の延べ利用時間数       

※２  「人日」は月間の延べ利用日数  

※３  「地域移行支援」、「地域定着支援」は年間の実利用者数  
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２ 障がい者の就労・雇用促進について 
 

(1) 概況 

平成30年４月に、精神障がい者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、法

定雇用率が2.2％に引き上げられた。さらに、令和３年４月までには、法

定雇用率は2.3％に引き上げられる予定である。 

県内民間企業の障がい者の雇用率は、年々増加しているものの、平成30

年６月１日現在で2.01％と、法定雇用率を下回っており、特に中小企業に

おける取組みが進んでいない。 

また、精神障がい者については、近年、求職者が増加していることとあ

わせて、雇用後の職場定着が課題となっている。 
 

＜県内企業規模別障がい者の雇用率の推移（各年６月１日現在）／神奈川労働局＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜障がい種別平均勤続年数＞ 

障がい種別 身体 知的 精神 

平均勤続年数 10年２月 ７年５月 ３年２月 

資料：厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査」（令和元年６月25日公表） 
 

(2) 令和元年度の主な取組み 

ア 企業への普及啓発等 

(ｱ) 障がい者雇用促進に向けたフォーラム 

企業の経営者や人事担当者等を対象に、 

障がい者雇用への理解を深めるため、基調 

講演、雇用事例発表、パネルディスカッシ 

ョン等を行うフォーラムを開催する。     

・ 令和元年度実績 

開催日：令和元年９月４日 

テーマ：障がい者が生き生きと働く職場を目指して 

参加者：352人 

500～1,000人未満 

1,000人以上 

全体 

300～500人未満 
100～300人未満 

45.5～100人未満 

(平成 29 年までは 50～

100人未満) 

雇
用
率
（
％
） 

平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 
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かながわ障害者雇用優
良企業シンボルマーク 

(ｲ) 障がい者雇用のための企業交流会「はじめの一歩」 

中小企業が障がい者雇用を始めるきっか 

けとなるよう、障がい者雇用に積極的に取 

り組む中小企業による事例紹介や少人数で 

のグループワーク等を行う交流会を県内各 

地で実施する。 

・ 実施回数 ４回(令和元年11月末現在) 

(ｳ) セミナー・研修 

精神障がい者の雇用や職場定着に特化したセミナーのほか、就労

支援機関との連携など、課題別に研修を実施する。 

・ 実施回数 ３回(令和元年11月末現在) 

(ｴ) 障がい者が働く現場見学会（令和元年度新規事業） 

障がい者の雇用経験のない企業が、自社での雇用イメージを持て

るよう、実際に障がい者が働く現場の見学会を実施する。 

・ 実施回数 ３回(令和元年11月末現在) 

(ｵ) 障がい者雇用のためのガイドブック（令和元年度新規事業） 

障がい者の雇用から定着までの段階に応じ、活用 

    できる制度や取組みのポイント等をコンパクトに 

まとめた企業向けのガイドブックを作成・配布する。 

    ・ 作成部数 6,500部（令和元年９月作成） 

    ・ 配 布 先 障がい者雇用率制度が適用される 

県内企業(約4,700社)、県主催の 

セミナーの参加企業 等 

(ｶ) かながわ障害者雇用優良企業の認証等 

障がい者雇用に積極的に取り組む中小企業が、社 

会的に評価される仕組みをつくるため、県が、障害 

者雇用率4.0％以上の中小企業を「かながわ障害者 

雇用優良企業」として認証し、障害者雇用率3.0％ 

以上の中小企業を「かながわ障害者雇用ハート企業」 

として公表している。 

・ かながわ障害者雇用優良企業認証法人数：62法人 

（令和元年11月末現在） 

・ かながわ障害者雇用ハート企業公表法人数：47法人 

（令和元年11月末現在） 

(ｷ) 障がい者雇用を進めるための総合ポータルサイトによる情報提供 

企業等が障がい者雇用を進める際に役立つ情報を、県ホームペー

ジ内のポータルサイト「ともに歩むナビ」で一元的にわかりやすく

提供している。 
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(ｸ) 社会自立支援員の配置 

県立特別支援学校に、民間企業等で障がい者の就労や雇用管理等

を経験した退職者等を「社会自立支援員」として配置し、特別支援学

校等の在校生や卒業生の就労を受け入れる民間企業等を開拓すると

ともに、特別支援学校等と就労先企業等との連携を強化し、在校生

の就労促進及び卒業生の職場定着、就労継続への支援を行う。 
 

イ 中小企業等への個別支援 

県障害者雇用促進センターが、個々の企業の障がい者雇用に向けた

取組状況に合わせ、きめ細かな支援を行う。 

(ｱ) 障害者法定雇用率未達成企業への個別訪問 

神奈川労働局・ハローワークと連携して、障害者法定雇用率未達

成企業を個別訪問し、障がい者雇用への理解促進を図るとともに、

国の助成金や県の支援策の紹介等を行う。 

・ 訪問企業数：751社（令和元年11月末現在） 

(ｲ) 出前講座 

企業からの要請により職員が訪問し、経営者や従業員を対象に、

障がい特性等の基礎知識、職場定着に向けた配慮、職場の対応事例

など、ニーズに合わせた出前講座を実施する。 

・ 実施回数：26回（令和元年11月末現在） 

(ｳ) 社会保険労務士による相談支援 

企業からの要請により、社会保険労務士を派遣し、就業規則や労務

管理等に関する助言等を行う。 

・ 実施回数：２回（令和元年11月末現在） 
 

ウ 精神障がい者を雇用する中小企業への補助 

精神障がい者を雇用して１年以内の中小企業が、雇用した障がい者

へ業務指導を行い、職場での相談に対応する職場指導員を設置する場

合に、その費用の一部を補助する。 

・ 補助実績：７件（令和元年11月末現在） 

 

エ 障がい者就労支援機関への支援 

障がい者の就労に向けた準備を整えるため訓練等を行っている障が

い者就労支援機関に対し、支援を行う。 

(ｱ) 出前講座 

県障害者雇用促進センターが、就労支援機関からの要請により訪

問し、支援担当者等を対象に、障がい者雇用の動向、企業との連携な

どニーズに合わせた出前講座を実施する。 

・ 実施回数：３回（令和元年11月末現在） 
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(ｲ) セミナー・研修 

障がい者就労支援機関の支援力の向上に関する研修のほか、主に

精神障がい者を対象とした職場定着支援ツール（Ｋ－ＳＴＥＰ）を

紹介する研修等を実施する。 

・ 実施回数：３回（令和元年11月末現在） 

(ｳ) 職業能力評価 

県障害者雇用促進センターが、障がい者の適性を把握して求職と

雇用のミスマッチを防止し、適切な就労につなげるため、就労支援

機関の依頼による職業能力評価を実施する。 

・ 受付件数：125件（令和元年11月末現在） 

 

オ 経済団体等との連携 

県内経済団体、労働団体及び神奈川労働局等を構成員とする連絡会

（神奈川県障害者雇用推進連絡会）を開催し、それぞれの取組みにつ

いて情報交換を行うとともに、障がい者雇用を進めるための取組みに

ついて協議する。 

・ 令和元年度開催日：令和元年６月７日 

 

カ 障がい者個人に対する就労支援 

(ｱ) 職業能力の開発 

a 神奈川障害者職業能力開発校における職業訓練 

障がい者が就職するために必要な知識・技能を習得するための

職業訓練を実施する。 

（令和元年度計画） 

・ 身体障がい者対象     ４コース  定員65名 

・ 知的障がい者対象     １コース  定員25名 

・ 身体・知的障がい者対象  １コース  定員20名 

・ 精神障がい者対象     ２コース  定員40名 

b 障害者就職促進委託訓練 

求職中の障がい者の就職促進を図るため、企業、民間教育訓練

機関等を活用し、障がい者の能力、適性及び雇用ニーズに対応し

た多様な委託訓練を実施する。 

（令和元年度計画） 

・ 身体障がい者対象     １コース  定員５名 

・ 知的障がい者対象     ２コース  定員105名 

・ その他※          34コース  定員185名 

※ 「身体・精神障がい者対象」や「身体・知的・精神障がい 

者対象」というように、１つの障がいに特定しないコース 
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(ｲ) 障害者就業・生活支援センターによる支援 

障がい者の職業生活における自立を図るため、「障害者の雇用の促

進等に関する法律」の規定に基づき県知事が社会福祉法人等を障害

者就業・生活支援センターとして指定し、就業支援事業を神奈川労

働局が、生活支援事業については県（福祉子どもみらい局）が、それ

ぞれ委託することにより、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活

上の支援を行う。 

・ 指定数：８か所（障がい保健福祉圏域に１か所） 

 


